
特例郵便等投票（特例法） 郵便等投票（公選法）

対象者 ○ 新型コロナウイルス感染者の患者又は入国後の待機者で、
次のいずれかに該当するもの
① 感染症法又は検疫法による外出自粛要請を受けた者
② 検疫法による隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に
収容されている者

※ 感染症法による対象者 36,023人 （５月26日時点・厚労省ウェブサイトより）
（自宅療養者27,359人、宿泊療養者8,664人）

※ 検疫法による対象者 約14,000人
（５月２日～５月15日の空港検疫所での日本国籍者の検査実績数・厚労省ウェブサイトより）

○ 重度の身体障害者
○ 要介護５の者

※郵便等投票証明書発行件数28,448人 （令和元年７月参院選時点）

手続 【郵便等投票証明書の交付（７年間有効）】

【投票】 【投票】

公正
確保

○ 請求書や投票用封筒への選挙人本人の署名
○ 投票用紙等を郵便等により選挙人本人へ送付
○ 罰則（投票干渉罪、詐偽投票罪（氏名を詐称する等詐偽の方法で投票））

同左

新型コロナウイルス感染症患者等の特例郵便等投票について
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申請書
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身体障害者手帳又は
戦傷病者手帳又は

介護保険の被保険者証

郵便等投票証明書

①証明書の交付を申請

②郵便等により送付
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郵便等投票証明書

①投票用紙・投票用封筒を請求
（選挙期日４日前まで、公示・告示日前も可）

②郵便等により送付

④郵便等により送付

投票用封筒
（署名必要）

記載済み
投票用紙

③自宅等現在する場所で、投票用紙
に候補者名を記載し、投票用封筒
に入れた後、その表面に署名
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用紙
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選挙人
名簿登録地の
市区町村の

選挙管理委員会

投票
用紙

投票用
封筒

請求書
（署名必要）

保健所等から交付された
外出自粛要請等の書面

①投票用紙・投票用封筒を請求
（選挙期日４日前まで、公示・告示日前も可）

②郵便等により送付

④郵便等により送付

投票用封筒
（署名必要）

記載済み
投票用紙

③自宅・宿泊施設等、現在する場所で、
投票用紙に候補者名を記載し、投票
用封筒に入れた後、その表面に署名

投票
用紙

投票用
封筒

※ 書面の紛失・未交付の場合、選挙人
からの申出に基づき、保健所等からの
情報提供により､市区町村選管が対象者で
あることを確認できれば書面の提示不要。



① 病院に入院中の者

【人数】16,581人 （※１）

公選法に基づいて投票可能。

不在者投票施設として都道府県選管に指定（注）された病院に

おいて、病院長を不在者投票管理者とする不在者投票が可能。

（注） 指定基準は、概ね50人以上の人員を収容できる規模を有するもの

（これを下回る場合でも適正な管理執行が可能であれば可）。

② ホテル等の宿泊施設で
療養中の者

【人数】 8,664人 （※１）

４月の国政選挙の補欠選挙・再選挙では、ホテル等の宿泊施設に

市町村選管が期日前投票所や不在者投票記載場所を設け、保健

福祉関係部局等との連携の下で、当該施設において、期日前投票

や不在者投票を実施した例あり。

③自宅で療養中の者

【人数】27,359人 （※１）

公選法上、郵便等投票ができるのは、重度の身体障害者及び

要介護５の者のみ。

④ 海外からの帰国者で検疫法に
よる措置や要請を受け、宿泊施
設・自宅等で待機等している者

【人数】約１万４千人 （※２）

上記②・③と同様。

新型コロナウイルス感染症患者等の投票について

特例郵便等投票
の対象

（※１） 令和３年５月26日現在（厚労省ウェブサイトより）
（※２） 令和３年５月２日～５月15日の空港検疫所での日本国籍者の検査実績数（厚労省ウェブサイトより）

公選法により対応


